
ＺＥＨビルダー/プランナー・

ポータルサイト・マニュアル

Ver.9.0.8a

【はじめにお読みください】

◆ＺＥＨビルダー/プランナー・ポータルサイトについて

ＺＥＨビルダー/プランナーの登録申請は、「ＺＥＨビルダー/プラン

ナー・ポータルサイト」（以下「ポータルサイト」という。）で行います。

ポータルサイトの入力情報やアップロードした資料の情報は、一般社団法

人 環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）のデータベースに

登録され、登録申請の審査過程で利用されます。本書を参照し、ポータル

サイトに必要事項の入力及び資料のアップロードを行ってください。

◆入力情報とアップロードした資料の情報に相違がないこと

をご確認ください

ポータルサイトに入力した情報とアップロードした資料の情報に相違が

あった場合は不備となるため、申請前に必ず見直しを行ってください。

なお、添付資料一式は必ず副本（データ）を控えとして手元に残してくだ

さい。

登録申請編
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ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請
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1. ポータルサイトの利用にあたって

１－１．留意事項

（１）ポータルサイトについて

ＺＥＨビルダー/プランナー登録（フェーズ２）公募の登録申請、実績報告には、ポータルサイトを利用します。

ポータルサイトに入力した情報やアップロードされた資料の情報は、ＳＩＩのデータベースに登録され、審査過程で利用されます。

（２）保存と提出の注意点

⚫ 「＊」が付いた項目は必須項目であり、これらを全て入力するまで提出（「登録完了」又は「実績報告_入力完了」）ができません。

⚫ 提出をする前にブラウザの「戻る」ボタンで戻ったり、ページ内の「戻る」をクリックした場合は、入力した内容が保存されず

消えてしまう場合があります。

⚫ 一定時間（約６０分）ポータルサイトを操作せずにいると、セキュリティ上、自動でログアウトされますので、ご注意ください。

⚫ ポータルサイトの入力情報に誤りがあった場合、アップロードされた資料データをもとにＳＩＩで情報を修正する場合があります。

（３）選択肢の入力

項目の入力を行う際、選択肢から該当する項目を選ぶ場合があります。

また、項目によっては、選択後に新たな入力項目が追加されることがあります。

（４）本マニュアルの画像

本マニュアルに掲載された入力画面等の画像は、お使いのＰＣ環境により、文字の配置等が実際の画面と若干異なる場合があります。

また、ポータルサイト開発段階の画面であるため、実際の画面と異なる場合があります。

（５）本マニュアルで参照する公募要領

本マニュアル内で参照先として記載している公募要領は、「令和７年度住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費（ネット･

ゼロ･エネルギー･ハウス実証事業）ＺＥＨビルダー/プランナー登録（フェーズ２）公募要領」を指します。

提出が完了すると、その後は内容の変更ができません。

入力した情報を必ずよく確認した上で、「登録完了」又は「実績報告_入力完了」ボタンをクリックしてください。



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

（６）推奨環境

⚫ 推奨ソフトウェア

• Adobe Reader等のＰＤＦ閲覧ソフト

⚫ 推奨ブラウザ

• Microsoft Edge 最新の安定バージョン

• Mozilla Firefox 最新の安定バージョン

• Google Chrome 最新の安定バージョン

※パソコン推奨（スマートフォン/タブレットからの閲覧は非推奨）
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1. ポータルサイトの利用にあたって

１－２．ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請の流れ

ポータルサイト
ＩＤ取得申込

仮登録・本登録を行う
とメールでアカウント
情報（ＩＤ、パスワー
ド）が届く。

ポータルサイトに
ログイン

メールで通知された
ＵＲＬにアクセスし、
通知されたＩＤと
パスワードでポータ
ルサイトにログイン
する。

ポータルサイトへ
情報入力

ポータルサイト上で

申請内容を入力する。

必要資料を
アップロード

必要資料を

ポータルサイトへ

アップロードする。

ポータルサイト
にて登録申請の提出

入力情報やアップロー

ドした資料に誤りが

ないか確認した上で、

登録申請を完了させる。

Ｐ．７ Ｐ．１１ Ｐ．１４ Ｐ．３８ Ｐ．４０



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請
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1. ポータルサイトの利用にあたって

１－３．ポータルサイトＩＤ取得申込

ポータルサイトを利用するには、ＩＤ取得申込を行っていただく必要があります。

ＩＤ取得申込後、登録したメールアドレス宛にアカウント情報（ＩＤ・パスワード）が通知されます。

（１）ＺＥＨＷｅｂからのＩＤ取得申込

ＺＥＨ Ｗｅｂ（https://zehweb.jp/registration/builder/public.html）にアクセスし、ＩＤ取得申込を行ってください。

北海道の区分「Ａ登録」とそれ以外の都府県の区分「Ｂ登録」の両方に申請いただく場合、ポータルサイトの「ＩＤ取得申込」を

「Ａ登録」向け、「Ｂ登録」向けの２回行っていただく必要がありますのでご注意ください。

「Ａ登録」、「Ｂ登録」については公募要領P１１をご確認ください。

「申請方法」を確認し、「ＩＤ取得はこちらから」をクリックして
ください。

１

１

https://zehweb.jp/registration/builder/public.html


ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請
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1. ポータルサイトの利用にあたって

【留意事項：登録メールアドレスについて】

ＩＤ取得申込時に登録したメールアドレスには、

申請に関する確認事項や登録、評価の通知など重要な通知

を送ります。

関係者（営業・設計・事務スタッフなど）全員が閲覧でき

るグループアドレスでの登録を推奨します。

２

３

ＩＤ取得申込フォームに移動後、プライバシーポリシーの内容をご
確認の上、同意のチェックボックスにチェックを入れてください。

２

【必須】のついた項目に情報を入力し、「入力内容を確認する」を
クリックしてください。

（注１）担当者氏名には、ポータルサイトの入力を担当する
実務担当者の名前を入力してください。

（注２）ここで入力いただいたメールアドレスは、ポータルサイト
の実務担当者として登録されます。

３



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請
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1. ポータルサイトの利用にあたって

表示された入力情報を確認してください。４

４

表示された入力情報に間違いがなければ、「ＩＤ取得申込をする」
をクリックしてください。

５

５

修正が必要であれば、「修正する」ボタンをクリックしてください。※

※

送信完了



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

【ＳＩＩ】ＺＥＨビルダー/プランナー・ポータルサイトの仮登録
を受け付けました。

令和７年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業
ＺＥＨビルダー/プランナー・ポータルサイトのＩＤ取得申込の仮登録を
受け付けました。
現在は仮登録の状態です。
下記登録ＵＲＬにアクセスして本登録を完了させてください。
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
本登録はＺＥＨビルダー/プランナー・ポータルサイトのＩＤ取得のため
の登録であり、
ＺＥＨビルダー/プランナーへの新規登録は完了していませんので、ご注
意ください。
こちらのＵＲＬの有効期限は２４時間となっております。
２４時間以内に本登録用のＵＲＬにアクセスいただけなかった場合には、
登録が無効となります。
※このメールに覚えがない場合、メールアドレスが誤って送信された
可能性があります。
※このメールは自動配信となります。本メールにご返信いただきまして
も
ご対応致しかねますのでご了承ください。
--------------------------------------------------
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
ZEH事務局
TEL：03-5565-4081(10:00～17:00 土日祝日を除く)
--------------------------------------------------
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1. ポータルサイトの利用にあたって

（２）ＩＤ取得申込（仮登録）の完了

ＩＤ取得申込情報の送信後、入力したメールアドレス宛に、下記の仮登録受付メールが送付されます。

受信した仮登録受付メール本文の登録ＵＲＬに２４時間以内にアクセスしてください。

受信した仮登録受付メール本文の登録ＵＲＬに、２４時間以内に
アクセス※してください。

※２４時間以内にアクセスできなかった場合、Ｐ６のＩＤ取得申込
からやり直してください。

１

１
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1. ポータルサイトの利用にあたって

ログインに必要なＩＤ（ユーザ名）の記載があるため、

アカウント発行のメールは必ず保存してください。

ＺＥＨビルダー/プランナー・ポータルサイトへのログイン

ＩＤをお忘れの場合は、下記ＵＲＬの専用フォームから

お問い合わせください。お問い合わせの種類は「③ログイン

ＩＤを忘れた」を選択してください。

• 手続きメールフォームＵＲＬ：https://zehweb.jp/registra

tion/builder/report/application/

※仮登録受付メール・アカウント通知メールが届かない場合

以下の想定される原因をご確認の上、対応してください。

想定される原因 対応

誤ったメールアドレスを登録している ＺＥＨ Ｗｅｂより、再度ＩＤ取得申込を行ってください。

特定ドメインの受信許可/拒否設定をしている
ドメインが「@sii.or.jp」「@salesforce.com」からのメールを受信できる
よう設定してください。

受信ボックスの容量がオーバーしている 受信ボックスの容量を確認してください。

迷惑メールフォルダに振り分けられている 迷惑メールフォルダを確認してください。

（注）“本登録の完了”とは、ポータルサイトのＩＤ登録完了

を指します。ＺＥＨビルダー/プランナーの登録完了と

は異なります。

（３）ＩＤと初期パスワードの発行（本登録の完了）

ＩＤ取得の本登録が完了すると、登録したメールアドレスに

ポータルサイトの「ＩＤ（ユーザ名）」と「初期パスワード」

を記載したアカウント通知メールが送付されます。
●●●●●

https://zehweb.jp/registration/builder/report/application/
https://zehweb.jp/registration/builder/report/application/


ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

（１）ログイン画面に「ＩＤ（ユーザ名）」と「パスワード」を入力

1. ポータルサイトの利用にあたって

１－４．ポータルサイトへのログイン

アカウント通知メールにて通知されたＩＤ（ユーザ名）を「User 
Name」に、「パスワード」を「Password」に入力してください。

※１アカウント通知メールの件名は、「【ZEHビルダー/プラン
ナー・ポータルサイト】【本登録】ID（ユーザ名）/パスワー
ドのお知らせ」です。

※２ユーザ名は「@zeh_billder.sii.or.jp」で終わる、数字と
アルファベットを組み合わせた文字列です。メールアドレス
とは異なります。

１

「Login」をクリックし、ログインしてください。２

新しいパスワードを入力してください。

確認のためにもう一度、新しいパスワードを入力してください。２

「保存」をクリックしてください。「１」、「２」が一致すると、
新しいパスワードが設定されます。

※ アカウント通知メールに記載された初期パスワードは使用でき
なくなります 。変更したパスワードは忘れないように控えてく
ださい。

３

１

（２）「パスワード」の変更（初回ログイン時のみ）

初回ログイン時はパスワード変更画面が表示されます。任意のパスワードを設定し、パスワードの変更を完了させてください。

※ セキュリティ強化のため、数字とアルファベットを組み合わせた８文字以上のパスワードを設定してください。

２

１

0000000000000

１

３

２
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ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

⚫ 「パスワード」を忘れた場合

「パスワード」を忘れてしまった場合は、再発行が必要となります。

⚫ 再発行されたパスワードが届かない・「ＩＤ（ユーザ名）」を忘れた場合

ＺＥＨビルダー/プランナー・ポータルサイトのパスワード再発行メールが届かない場合、又はログインＩＤをお忘れの場合は、下記ＵＲＬの

専用フォームからお問い合わせください。お問い合わせの種類は「④パスワード再発行を行ったがメールが届かない」、又は「③ログイン

ＩＤを忘れた」を選択してください。

• 手続きメールフォームＵＲＬ：https://zehweb.jp/registration/builder/report/application/
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1. ポータルサイトの利用にあたって

「ＩＤ（ユーザ名）」を入力してください。

※ユーザ名は「@zeh_billder.sii.or.jp」で終わる、数字とアル
ファベットを組み合わせた文字列です。メールアドレスとは
異なります。

１ ログインページの「Forgot your password?」をクリックして、
パスワードの再発行手続きを行ってください。

２

「Submit」をクリックすると、ＩＤ取得申込時のメールアドレス
に、再発行された「パスワード」が送信されます。

３

１

２

３

https://zehweb.jp/registration/builder/report/application/
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1. ポータルサイトの利用にあたって

１－５．ポータルサイトの構成

（１）トップページの構成

トップページは３つのタブで構成されています。

新規のＺＥＨビルダー/プランナー登録申請情報を入力する場合は、「ＺＥＨ_ビルダー/プランナー登録」タブを利用してください。

既に入力が完了したデータの内容確認や、作成途中で仮保存しているデータを編集する際は、「マイページ」タブより該当するデータを

選択してください。

ポータルサイトのホーム画面です。
ＳＩＩからのお知らせの確認や、マニュアルのダウンロードを行う
ことができます。

※ポータルサイトのメンテナンスや、登録公募・実績報告の受付に
関するお知らせを表示しています。ログイン時にご確認ください。

１

ＺＥＨビルダー/プランナー登録（フェーズ２）登録申請情報の
入力、必要資料のアップロードを行うことができます。

２

既に入力が完了したデータの内容確認、作成途中で仮保存している
データの編集を行うことができます。
「マイページ」タブをクリックして「詳細」をクリックすると、
入力情報を確認、編集できます。

３

現在ログインしているＩＤでの入力を終了し、ログイン画面に戻り
ます。

４

１

１

２ ３

３

４
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2. 登録申請情報の入力

２－１．登録公募期間

２－２．ＺＥＨビルダー/プランナー登録

（フェーズ２）に係る誓約事項の入力

２－３．入力情報の途中保存・再編集・エラーチェック

２－４．「基本情報」の入力

２－５．「登録申請者」の入力

２－６．「対応可能エリア」の選択

２－７．「役員情報」の入力

２－８．「実務担当者情報」の入力

２－９．「公開情報」の入力

２－１０．新築戸建住宅における「ＺＥＨ普及実績」

「２０２５年度ＺＥＨ普及目標」の入力

２－１１．既存改修における「ＺＥＨ普及実績」

「２０２５年度ＺＥＨ普及目標」の入力

２－１２．「ＺＥＨ＋の実績」の入力

２－１３．「具体的なＺＥＨ普及策」の入力

２－１４．「社内体制について」の入力

２－１５．「グループ網」の入力

２－１６．２０２４年度の「実績状況（都道府県別）」

の入力

２－１７．必要資料の添付

２－１８．提出

２－１９．エラーが表示された場合

２－２０．「承認ステータス」の確認



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請２．登録申請情報の入力

以下の期間にＺＥＨビルダー/プランナーを公募します。

期間内にポータルサイトよりＺＥＨビルダー/プランナーの登録申請を完了させてください。

２０２５年 ５月１９日（月）～２０２６年 １月２３日（金）１７時必着

ポータルサイトへの入力内容や添付資料に不備等がある場合は、

ＺＥＨビルダー/プランナーとして登録・公表はできません。

２－１．登録公募期間

15
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2. 登録申請情報の入力

２－２．ＺＥＨビルダー/プランナー登録（フェーズ２）に係る誓約事項の入力

「ＺＥＨ_ビルダー/プランナー登録」タブに移動し、「ＺＥＨビルダー/プランナー登録（フェーズ２）に係る誓約事項」の入力を行います。

誓約事項を確認し、全ての項目にレ点を入れ、「同意する」をクリックしてください。

２

確認完了

誓約事項をご確認いただき、全ての項目にレ点を入れてください。１

全ての項目への入力が完了したら、「同意する」ボタンをクリック
してください。

２

確認画面が表示されたら、「ＯＫ」を選択してください。３３

１
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「申請確認」の内容をご確認いただき、「申請する」をクリック
してください。

４

確認画面が表示されたら、「ＯＫ」を選択してください。５

５

2. 登録申請情報の入力

確認完了

４
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2. 登録申請情報の入力

２－３．入力情報の途中保存・再編集・エラーチェック

「保存」をクリックすると仮登録が完了します。

（注）事業者名が入力されていない場合、仮登録はできません。

１

仮登録された登録申請情報は、ポータルサイトホーム画面の
「ＺＥＨ_ビルダー/プランナー登録」タブにて、「詳細」から確認
することができます。さらに「編集」をクリックすると編集、修正
を行うことができます。

２

３

２回目以降の保存を行う場合、「確認」ボタンをクリックして
ください。

４

登録申請情報を途中で保存したい場合は、「仮登録」をクリック
してください。

「仮登録」をクリックした後、以下の文言が表示された

場合は、表示内容に従って対応してください。

「既に登録されている情報が存在します。ZEH Webにある

メールフォームより手続きをしてください。」

• 手続きメールフォームＵＲＬ：https://zehweb.jp/registra

tion/builder/report/application/

２

１

４

３

３

「保存」をクリックすると、入力情報が保存されます。
5

5

https://zehweb.jp/registration/builder/report/application/
https://zehweb.jp/registration/builder/report/application/
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2. 登録申請情報の入力

エラーがある場合は画面上部にエラーの内容が表示されます。
表示内容を修正し、登録申請を進めてください。

6

7

登録申請情報の入力画面で「入力内容エラーチェック」をクリック
すると、入力中の登録申請情報にエラーがないか確認することが
できます。

6

7
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2. 登録申請情報の入力

２－４．「基本情報」の入力

申請を行う「事業者名」を入力してください。２

申請を行う「事業者名」のふりがなを入力してください。３

登録名称（屋号等）を入力してください。「事業者名」と同じ内容
でも結構です。

４

登録名称（屋号等）のふりがなを入力してください。５

申請する事業者の「法人番号」（13桁）を入力してください。
国税庁法人番号公表サイト（ https://www.houjin-bangou.nta.go.
jp/）より正しい法人番号を確認の上、入力してください。

※個人事業主の方は「9999999999999」（13桁）と入力して
ください。

１

１

２

３

４

５

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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2. 登録申請情報の入力

ＺＥＨ普及に取り組む「住宅の種別区分」を選択してください。
複数の区分を選択することが可能です。

※「住宅の種別区分」については、公募要領Ｐ１１を確認して
ください。

「Ａ登録」又は「Ｂ登録」のどちらかを選択してください。

※ 「Ａ登録」、「Ｂ登録」の両方に申請する場合は、それぞれの
ＩＤを取得申込の上、異なるＩＤで登録申請を行う必要があり
ます。（P６参照）

自社の業種（住宅施工・住宅設計・住宅販売等）に即して「ＺＥＨ
ビルダー」・「ＺＥＨプランナー」いずれかの名称を選択して
ください。

登録エリアは「仮登録」（Ｐ１８参照）をクリックすると、
登録種別にて「Ａ登録」を選択した場合「北海道」が、「Ｂ登録」
を選択した場合「北海道以外の都府県」が表示されます。８

９

７

６

６

７

８

９
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2. 登録申請情報の入力

２－５．「登録申請者」の入力

申請を行う事業者の「代表者名」を入力してください。１

事業者の所在地を入力してください。
なお、「所在地（郵便番号）」を入力の上「郵便番号検索」を
クリックすると、町域までが自動で反映されます。
「所在地（番地号）」の続きから、番地号等を追加で入力して
ください。

２

業種を選択してください。複数選択が可能です。３

⚫ Ｐ２１の「住宅の種別区分」で「新築（注文住宅）」又は
「既存戸建住宅の改修」を選択した場合は、
「一般建設業許可証」もしくは「特定建設業許可証」のうち
所有している資格を選択してください。

⚫ Ｐ２１の「登録名称選択」でＺＥＨプランナーを選択した場合
は、「建築士事務所登録証明書」もしくは「建築士事務所登録
通知書」を選択してください。

※ 「ＺＥＨビルダー」に登録希望で、「一般建設業許可証」もし
くは「特定建設業許可証」の資格を有さない場合、
「住宅瑕疵担保責任保険」を選択し住宅瑕疵担保責任保険法人
との保険契約締結証明書を提出してください。

４

「４」で「許可（登録）証_宅建以外」を選択した場合は、
許可証に記載されている有効期間を確認し、有効期限の日付を入力
してください。

※許可証又は登録証に有効期限の記載がない場合は、発行元に確認
して入力してください。

５

Ｐ２１の「住宅の種別区分」で「新築（建売住宅）」を選択した
場合は、宅地建物取引業免許の有効期間を確認し、有効期限の日付
を入力してください。

６

１

２

３

４

５

６
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2. 登録申請情報の入力

２－６．「対応可能エリア」の選択

「登録種別」を北海道以外の区分である「Ｂ登録」で選択した場合、
北海道以外の都府県が選択可能となります。（複数選択可）

※ 北海道を選択することはできません。

２

「登録種別」を北海道の区分である「Ａ登録」で選択した場合、
「北海道」が自動で選択されます。

※ 北海道以外の都府県を選択することはできません。

１１

２
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2. 登録申請情報の入力

２－７．「役員情報」の入力

役員の氏名を「氏」と「名」に分けてカタカナで入力してください。１

役員の氏名を「氏」と「名」に分けて漢字で入力してください。２

役員の生年月日を「和暦」「年」「月」「日」に分けて、半角数字
で入力してください。

※十の位の「0」は入力不要です。

３

役職名を入力してください。４

「役員情報」欄が足りない場合は「役員追加」をクリックして
ください。一回のクリックで５名分の入力欄が追加されます。

※ 表示されている「役員情報」欄が全て入力されている状態で
クリックしないと追加できません。

５

法人格を有する場合、「役員情報」は登記簿に登録されている全ての役員を入力してください。

１ ２

５

３ ４
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2. 登録申請情報の入力

２－８．「実務担当者情報」の入力

実務担当者の氏名（漢字）を入力してください。

※ポータルサイトの入力を担当する方を実務担当者としてください。

１

実務担当者氏名のふりがなを入力してください。２

実務担当者の電話番号を入力してください。３

実務担当者のメールアドレスはＩＤ取得申込時に入力されたメール
アドレスが自動入力されます。

５

実務担当者の携帯電話番号を入力してください。

※申請内容に確認事項がある際などにご連絡いたします。
可能な限り入力してください。

４

仮登録はされましたか？

入力途中のデータを一時保存することができます。

詳細はP１８を確認してください。

POINT

１

２

３

５

４

●●●●●@ ●●.●●
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2. 登録申請情報の入力

２－９．「公開情報」の入力

下記の入力内容は、ＺＥＨ Ｗｅｂの公表情報に活用されます。
１

２

３

４

ＺＥＨ Ｗｅｂ上で公表する「電話番号」を入力してください。

自社ホームページの有無に応じて、ＺＥＨ目標・普及実績の
公表方法を選択してください。
「ホームページを有していないため、会社概要又はその他書類（チ
ラシ・パンフレット等）」を選択した場合は、該当資料の添付を
行ってください。

※１資料の添付に関する詳細はＰ３８を参照してください。
※２自社ホームページを有している場合は、ホームページにて

ＺＥＨ普及目標及び実績を公表することが要件となります。

「２」で「ホームページを有しているため、 ホームページ」を
選択した場合、ＺＥＨ目標（普及実績）の公表先は
「トップページ」か「トップページから直接リンクするページ」の
どちらかを選択してください。

※「ホームページから直接リンクするページ」とは、トップページ
から１クリックで遷移できるページを指します。

「２」で「ホームページを有しているため、ホームページ」を選択
した場合、「トップページのＵＲＬ」を入力してください。
ＵＲＬは省略せずに以下の[例]を参考に全てを入力してください。
[例] http://XXXXXXXX.XXXX.jp
入力後、必ず「プレビュー」ボタンをクリックし、正しくホーム
ページが表示されるか確認してください。

「３」で「トップページから直接リンクするページ」を選択した
場合は、「ＺＥＨ目標（普及実績）のＵＲＬ」を入力してください。
入力後、必ず「プレビュー」ボタンをクリックし、正しくホーム
ページが表示されるか確認してください。

５

ＺＥＨ目標及び実績公表資料の記載内容詳細については

Ｐ５２～５３の「よくある不備」を確認してください。

１

２

３

４

５

（注）ＳＩＩでは、ＵＲＬの誤入力などについてチェックは
行いません。間違いがないように確認を行ってください。
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2. 登録申請情報の入力

P２８～２９（新築）、P３０～３１（既存改修）にてポータル
サイトにＺＥＨ普及実績・目標を入力した後に、目標公表資料と
内容の相違がないことを確認した上でチェックを入れてください。

６

（注）ホームページにてＺＥＨ普及目標・普及実績の公表を行う場合は、

本登録申請を提出する前にホームページの改修を完了させてください。

審査の際にホームページにて該当する目標・実績が公表されていない場合、不備としてご連絡いたします。

６



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

住宅の種別区分（P２１参照）にて「新築」（注文、建売）を選択している場合、 「2-1.実績報告及び今後の普及目標」に「新築」（注文、建売）

におけるＺＥＨ普及実績（２０２０年度～２０２４年度）とＺＥＨ普及目標（２０２５年度）を入力してください。

※「住宅の種別区分」にて「既存戸建住宅の改修」のみを選択した場合は、P３０へ進んでください。
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2. 登録申請情報の入力

２－１０．新築戸建住宅における「ＺＥＨ普及実績」「２０２５年度ＺＥＨ普及目標」の入力

ＺＥＨ普及目標及びＺＥＨ普及実績の単位を「件」、「戸」又は
「軒」から選択してください。

１

年度ごと（２０２０年度～２０２４年度）に、以下の実績値を入力
してください（入力箇所： ） 。実績がない場合は「0」を
入力してください。

⚫ 『ＺＥＨ』受託数（ 『ＺＥＨ＋』※１を含む）
⚫ Nearly ＺＥＨ 受託数（Nearly ＺＥＨ＋ ※１を含む）
⚫ ＺＥＨ Oriented 受託数
⚫ ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅※２ 受託数
⚫ その他の一般住宅 受託数

２

合計（ ）が１００％となるように以下の目標値（％）を入力
してください（入力箇所： ）。
目標値は２０２０年度のＺＥＨ普及実績に応じて、５０％以上又は
７５％以上になるように設定してください（公募要領P８参照）。

⚫ 『ＺＥＨ』受託数（ 『ＺＥＨ＋』※１を含む）
⚫ Nearly ＺＥＨ 受託数（Nearly ＺＥＨ＋※１ を含む）
⚫ ＺＥＨ Oriented 受託数
⚫ ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅※２ 受託数
⚫ その他の一般住宅 受託数

３

※１ 『ＺＥＨ＋』、Nearly ＺＥＨ＋は、２０２４年度の要件に
適合する住宅をカウントしてください。２０２４年度の要件
はP３２を確認してください。

※２「ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅」とは、
強化外皮基準への適合及び再生可能エネルギーを除いた一次
エネルギー消費量を、現行の省エネルギー基準値から２０％
削減した住宅を指します。
ＺＥＨ Orientedとは区別の上、それぞれ入力してください。

１
目標３２ 実績

入力にあたり、以下の資料を活用していただけます。

⚫ 「表入力の補助資料（登録申請）.pdf」Ｐ１
POINT
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2. 登録申請情報の入力

４ 入力した実績値、目標値に基づき、自動計算項目（ ）の
計算結果を表示します。

５
自社ホームページなどで公表するＺＥＨ普及目標・普及実績は、
「ＺＥＨシリーズの合計」欄の合計値（ ）です。

公表資料と の値・単位（％）が一致していることを必ず確認
してください。

（注）公表資料と入力した目標・実績が一致していない場合、
不備になります。

６ 「５」で公表資料との一致を確認できたら、P２７の「６」に戻り
該当箇所にチェックを入力してください。

（注）新築注文戸建住宅の建築件数は、受注、着工、完工のいずれかでカウントし、実績・目標で統一してください。

新築建売戸建住宅の建築件数は、販売予定又は販売した住宅戸数をカウントし、実績・目標で統一してください。

実績報告の際も同じ方法でカウントする必要があるため、カウント方法は必ず確認できるようにしてください。

４

目標実績

２０２４年度の入力内容を、P３５で再度使用します。

Ｐ３５での入力内容の整理に、以下の資料を活用していただけます。

⚫ 「表入力の補助ツール（登録申請）.xlsx」

POINT

５
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2. 登録申請情報の入力

２－１１．既存改修における「ＺＥＨ普及実績」「２０２５年度ＺＥＨ普及目標」の入力

住宅の種別区分（P２１参照）にて「既存戸建住宅の改修」を選択している場合、「2-2.既存改修の実績報告」に「既存戸建住宅の改修」における

ＺＥＨ普及実績（２０２０～２０２４年度）とＺＥＨ普及目標（２０２５年度）を入力してください。

※「住宅の種別区分」で「既存戸建住宅の改修」を選択していない場合は、P３２へ進んでください。

年度ごと（２０２０年度～２０２４年度）に、以下の実績値を入力
してください（入力箇所： ） 。
実績がない場合は「0」を入力してください。

⚫ 『ＺＥＨ』受託数（ 『ＺＥＨ＋』※１を含む）
⚫ Nearly ＺＥＨ 受託数（Nearly ＺＥＨ＋ ※１を含む）
⚫ ＺＥＨ Oriented 受託数
⚫ ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅※２ 受託数
⚫ その他の一般住宅 受託数

1

合計（ ）が１００％となるように以下の目標値（％）を入力
してください（入力箇所： ）。
目標値は２０２０年度のＺＥＨ普及実績に応じて、５０％以上又は
７５％以上になるように設定してください（公募要領P８参照）。

⚫ 『ＺＥＨ』受託数（ 『ＺＥＨ＋』※１を含む）
⚫ Nearly ＺＥＨ 受託数（Nearly ＺＥＨ＋※１ を含む）
⚫ ＺＥＨ Oriented 受託数
⚫ ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅※２ 受託数
⚫ その他の一般住宅 受託数

２

※１ 『ＺＥＨ＋』、Nearly ＺＥＨ＋は、２０２４年度の要件に適合する
住宅をカウントしてください。２０２４年度の要件はP３２を確認
してください。

※２「ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅」とは、
強化外皮基準への適合及び再生可能エネルギーを除いた一次エネル
ギー消費量を、現行の省エネルギー基準値から２０％削減した住宅
を指します。
ＺＥＨ Orientedとは区別の上、それぞれ入力してください。

POINT

実績 目標２１

30

入力にあたり、以下の資料を活用していただけます。

⚫ 「表入力の補助資料（登録申請）.pdf」Ｐ２
POINT
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2. 登録申請情報の入力

３
自社ホームページなどで公表するＺＥＨ普及目標・普及実績は、
「ＺＥＨシリーズの合計」欄の合計値（ ）です。

公表資料と の値・単位（％）が一致していることを必ず確認
してください。

（注）公表資料とここで入力した目標・実績が一致していない場合、
不備になります。

４ 「３」で公表資料との一致を確認できたら、P２７の「６」に戻り
該当箇所にチェックを入力してください。

（注）既存改修の建築件数は、受注、着工、完工のいずれかでカウントし、実績・目標で統一してください。

実績報告の際も同じ方法でカウントする必要があるため、カウント方法は必ず確認できるようにしてください。

２０２４年度の入力内容を、P３５で再度使用します。

Ｐ３５での入力内容の整理に、以下の資料を活用していただけます。

⚫ 「表入力の補助ツール（登録申請）.xlsx」

POINT

POINT

実績 目標

３
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2. 登録申請情報の入力

２－１２．「ＺＥＨ＋の実績」の入力

P２８～２９（新築）、P３０～３１（既存改修）で入力した年度
ごと（２０２０年度～２０２４年度）の『ＺＥＨ』受託数のうち、
『ＺＥＨ＋』の受託数を入力してください（入力箇所： ）。

１

⚫ 『ＺＥＨ＋』とは、戸建住宅におけるＺＥＨの定義における『ＺＥＨ』の要件に加え、

以下の「更なる省エネルギーの実現」と、「❶ ❷ ❸の要件のうち２項目以上」を満たすもののことをいいます。

⚫ Nearly ＺＥＨ＋とは、戸建住宅におけるＺＥＨの定義におけるNearly ＺＥＨの要件に加え、

以下の「更なる省エネルギーの実現」と、「❶ ❷ ❸の要件のうち２項目以上」を満たすもののことをいいます。

更なる省エネルギーの実現

設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から２５％以上削減されていること

以下のうち２つ以上を導入

❶ 外皮性能の更なる強化

❷ 高度エネルギーマネジメント

❸ 電気自動車を活用した自家消費の拡大措置

P２８～２９（新築）、P３０～３１（既存改修）で入力した年度
ごと（２０２０年度～２０２４年度）のNearly ＺＥＨ受託数の
うち、Nearly ＺＥＨ＋の受託数を入力してください（入力箇所：

）。

２

（注１） 実績がない場合は「０」を入力してください。
（注２） 受託数を把握できていない場合は「０」計上を認めます。

年度ごと（２０２０年度～２０２４年度）の建築実績のうち、『ＺＥＨ＋』、Nearly ＺＥＨ＋の受託数を入力してください。

どの住宅の種別区分を選択しているかに関わらず、入力必須となります。

１

２

入力にあたり、次の資料を活用していただけます。「表入力の補助資料（登録申請）.pdf」Ｐ３POINT
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2. 登録申請情報の入力

２－１３．「具体的なＺＥＨ普及策」の入力

記載の項目について回答してください。１

２０２４年度受注実績が０件の場合に回答してください。２

２－１４．「社内体制について」の入力

記載の項目について回答してください。１

１

２

１



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

34

2. 登録申請情報の入力

２－１５．「グループ網」の入力

「２」以降で入力したグループ網の件数が表示されます。１

「会社名（支店名等）」に、グループ網の会社名や支店名などを
入力してください。

※ 入力された会社名(支店名等)は、補助事業の交付申請をＺＥＨ
ポータルで行う際に「補助対象住宅に関与するＺＥＨビルダー/
プランナー」の選択肢として表示されます。

２

会社名（支店名等）の入力欄が足りない場合は「項目追加」を
クリックしてください。一回のクリックで５件分の入力欄が追加
されます。

※ 表示されている「会社名（支店名等）」の入力欄が全て入力
されている状態でクリックをしないと追加はできません。

３

⚫ グループ網（支店、代理店、フランチャイズなど）がない場合、入力不要です。

⚫ グループ網（支店、代理店、フランチャイズなど）がある場合、必ず登録申請を行う事業者（本社・本店など）の情報も

入力してください。

※グループ網についての詳細は公募要領P１１を確認してください。

１

２

３

グループ網の入力内容詳細については

Ｐ５６の「よくある不備」を確認してください。



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請2. 登録申請情報の入力

２－１６．２０２４年度の「実績状況（都道府県別）」 の入力

「実績状況（都道府県別）」をクリックし入力画面に移動します。
１

「編集」をクリックして、画面下部の「実績状況（都道府県別）」
を入力します。

２

「戻る」をクリックすると確認画面に戻ります。
※ 入力内容は保存されませんのでご注意ください。

※

２０２４年度の建築実績について、都道府県別の内訳を入力してください。

35

１

２ ※

入力にあたり、以下の資料を活用していただけます。

⚫ 「表入力の補助資料（登録申請）.pdf」Ｐ４

⚫ 「表入力の補助ツール（登録申請）.xlsx」

「表入力の補助ツール（登録申請）.xlsx」を活用している場合は、

「入力シート」に２０２４年度実績を入力した上で、「実績報告

（都道府県別）」シートを見ながら次頁以降の入力を行って

ください。

POINT



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請2. 登録申請情報の入力

２０２４年度に受託したＺＥＨ（『ＺＥＨ』、Nearly ＺＥＨ、ＺＥＨ Oriented）の定義を満たした住宅、ＺＥＨ基準の水準の

省エネルギー性能を確保した住宅及びその他の一般住宅の件数を都道府県別に入力します。

グレーアウトの項目は自動計算です。計算結果を確認する場合は「計算」ボタンをクリックしてください。

３

「実績状況（都道府県別）」の合計（ ）が、Ｐ２８～２９で
入力した新築における２０２４年度の「合計（ＺＥＨ以外も含む
年間総建築数）」と、Ｐ３０～３１で入力した既存改修における
２０２４年度の「合計（ＺＥＨ以外も含む年間総建築数）」を、
合算した値と一致することを確認してください 。

５

入力した実績値に基づいた計算結果を表示します。
計算結果を確認する際に「計算」をクリックしてください。

４

以上、全ての項目の入力が完了したら、入力した情報を保存して
ください（P１８参照）。

７

「入力内容エラーチェック」をクリックすると、入力した内容に
誤りがないか確認できます。

６

２

４ ７

３

６

36

５
４ ７６

都道府県ごとに、２０２４年度に受託した以下の実績を入力して
ください（入力箇所： ） 。

⚫ 『ＺＥＨ』受託数（ 『ＺＥＨ＋』※１を含む）
⚫ Nearly ＺＥＨ 受託数（Nearly ＺＥＨ＋※１を含む）
⚫ ＺＥＨ Oriented 受託数
⚫ ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅※２ 受託数
⚫ その他の一般住宅 受託数

※Ｐ２３の「対応可能エリア」で選択した都道府県について入力が
可能です。

※ 実績がない場合は「０」を入力してください。

※１ 『ＺＥＨ＋』、Nearly ＺＥＨ＋は、２０２４年度の要件に適合する住
宅をカウントしてください。２０２４年度の要件はP３２を確認してく
ださい。

※２「ＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅」とは、
強化外皮基準への適合及び再生可能エネルギーを除いた一次エネル
ギー消費量を現行の省エネルギー基準値から２０％削減した住宅を指
します。ＺＥＨ Orientedとは区別の上、それぞれ入力してください。
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「保存」をクリックすると「実績状況（都道府県別）」の入力内容
が保存されます。

８

登録した内容に問題がなければ、「戻る」をクリックし、登録申請
入力画面に戻ってください。

９８ ９

2. 登録申請情報の入力
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２－１７．必要資料の添付

本画面にて必要資料の添付を行うことができます。

※必要資料の詳細は、公募要領Ｐ１２～１３を参照してください。

添付する資料の「資料タイプ」をプルダウンから選択してください。

※ホームページにてＺＥＨ普及目標・普及実績の公表を行う場合は、
資料タイプ「ＺＥＨ目標公表資料」の添付は不要です。

２

「ファイルを選択」をクリックし、添付するファイルを選択して
ください。

※ 添付可能なファイル形式はＪＰＥＧ、ＰＮＧ、ＰＤＦ形式と
なります。

３

添付資料に関して補足事項がある場合は、「備考」へ記載して
ください。

４

１

「ファイル添付」をクリックしてください。
１

２ ３ ４

38



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請2. 登録申請情報の入力

添付した資料は、登録申請入力画面を１番下までスクロールすると
確認できます。

８

誤った資料を添付した場合は、該当の資料の右にある「削除」を
クリックしてください。

９

ここまでの入力・資料添付が完了したら

以下の資料で入力内容・添付資料に不備がないことを確認

してください。

⚫ Ｐ４８「登録申請提出前チェックリスト」

⚫ Ｐ５１「よくある不備」

39

７

４

添付完了

６

６

資料添付の完了後、「添付」をクリックしてください。６

添付に対する確認画面が表示されるため、添付内容に問題が
なければ、「ＯＫ」を選択してください。

７

複数資料を添付する場合、資料（２）以降で「２」～「４」を
行ってください。

５

５

９

８
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２－１８．提出

入力内容の編集、必要資料の添付が完了し、不備がないことを確認
したら、「登録完了」をクリックしてください。

１

確認画面が表示されるため、登録内容に問題がなければ「ＯＫ」を
クリックしてください。

２

2. 登録申請情報の入力

40

登録申請の提出後は、申請内容を編集できません。入力情報や添付資料に間違いがないかを十分に確認した上で提出を行ってください。

提出後の変更は原則受け付けません。

１

登録完了

２



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請
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2. 登録申請情報の入力

２－１９．エラーが表示された場合

エラーはページ上部に表示されます。
表示されたエラー内容に応じて「編集」又は「ファイル添付」を
クリックし、エラー内容を修正してください。

※ エラー内容は必要に応じて印刷、又はメモ等に控えてください。

１

エラー内容の修正後、再度「登録完了」をクリックしてください。
２

エラーが解消している場合は、申請に対する確認画面が表示され
ます。申請内容に問題がなければ「ＯＫ」を選択してください。

３

２

登録完了

３

１
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２－２０．「承認ステータス」の確認

「承認ステータス」が「受付中」になっていることを確認して
ください。「受付中」になっていれば、登録申請の提出が完了して
います。

※「受付中」になっていない場合は提出が完了していないため、
P４０に戻り再度提出を行ってください。その際、エラーが表示
されていないか必ず確認してください。

1

42

1

2. 登録申請情報の入力
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3. 登録申請の提出後

３－１．登録申請内容に不備があった場合

３－２．ＺＥＨビルダー/プランナー登録の完了と公表

３－３．登録申請における承認ステータス一覧



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請3. 登録申請の提出後

登録申請内容をＳＩＩで審査した結果不備があった場合、
実務担当者のメールアドレスにメールでその旨を通知します。
記載された手順に従って、速やかに不備を修正してください。

３－１．登録申請内容に不備があった場合

１

44

ポータルサイトのトップページから「ＺＥＨ_ビルダー/プランナー
登録」タブを選択し、「詳細」をクリックしてください。

２

「不備指摘シートを開く」をクリックしてください。

３

● ● ● ●

● ● ● ●

２

３

１

２

● ● ● ●株式会社

● ● ● ●



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

不備指摘シートが別ウィンドウで開きます。
「確認対象」 と「ＳＩＩからの不備指摘コメント」から、
不備の内容を確認してください。

４

修正した内容に関して補足事項がある場合は、不備指摘シートの
「編集」をクリックし「事業者からのコメントバック」に記載して
ください。コメント入力後は、「保存」をクリックしてください。

６

3. 登録申請の提出後

全ての不備が修正されたことを確認したら、登録申請入力画面の
「修正完了」をクリックしてください。

７

登録申請の入力画面で承認ステータスが「再審査中」になって
いたら、不備修正の操作が完了し、ＳＩＩの審査が再開します。

45

６

６

７

「不備修正期限」までに、不備指摘事項の修正と再提出を行って
ください。不備指摘事項の修正は、登録申請の入力画面に戻り、
「編集」をクリックして行ってください。

（注）不備指摘を受けた箇所以外は絶対に変更しないでください。

他の項目を修正する必要がある場合は、「連絡先」に記載

されているコールセンターまで必ず連絡してください。

５

８

８

５

４

5



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請3. 登録申請の提出後

３－２．ＺＥＨビルダー/プランナー登録の完了と公表
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ＳＩＩは、公募期間中に申請されたＺＥＨビルダー/プランナー登録申請の内容について確認を行い、適正であると認めた申請者に対して

ＺＥＨビルダー/プランナー登録をした旨及び１公募あたりの採択目安数を通知します。

（注）審査状況についての個別の問い合わせには一切応じられません。あらかじめご了承ください。

３－３．登録申請における承認ステータス一覧

登録申請の進行状況は、「承認ステータス」から確認することができます。

「承認ステータス」の内容を確認してください。
２

ポータルサイトのトップページから「ＺＥＨ_ビルダー/プランナー
登録」タブを選択し、「詳細」をクリックしてください。

１

次ページ（P４７）の表で該当する承認ステータスの状況と対応者
を確認してください。
対応者が「申請事業者」となっているステータスにいる場合は、
未完了の対応事項があります。マニュアルの該当箇所を参照し、
引き続き申請を行ってください。

３

１

２

１



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請3. 登録申請の提出後
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承認ステータス 状況 対応者

一次保存
入力中又は保存中
※登録申請は提出されていません。

申請事業者

仮登録
入力中又は保存中
※登録申請は提出されていません。

申請事業者

受付中
登録申請提出済
ＳＩＩで受付可否を確認しています。

ＳＩＩ

審査中
登録申請受付済
ＳＩＩで審査を行っています。

ＳＩＩ

不備確認依頼
登録申請内容に不備あり
※不備修正後の申請が提出されていません。

申請事業者

再審査中
不備修正後の登録申請提出済
ＳＩＩで再審査を行っています。

ＳＩＩ

審査完了 ＳＩＩでの審査が完了し、登録の手続きを進めています。 ＳＩＩ

ビルダー承認
公表日に登録完了の旨及び１公募あたりの採択目安数をメールにて通知予定です。
※通知が届き次第、ＺＥＨビルダー/プランナー登録番号の使用が可能になります。

ＳＩＩ

登録申請における承認ステータス一覧 （注）個別の申請状況については一切お応えできません。
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4. 登録申請提出前チェックリスト



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

４．登録申請提出前チェックリスト 1/2

登録申請内容に不備がある場合、公表に間に合わないことがあります。不備のない提出をするよう十分ご注意ください。

会

社

概

要

① 添付資料「会社概要」に必要な情報を記載していますか。

下記の情報が不足している場合、会社概要
として受付することができません。
・会社名
・所在地
・代表者名
・支店・代理店名

※支店・代理店等がある場合

許

可

証

・

登

録

証

②

各種許可証・登録証は、「住宅の種別区分」に適した書類を添付していますか。
▼「新築（注文戸建住宅）」「既存戸建住宅の改修」を選択している場合
・一般建設業許可証
・特定建設業許可証
・住宅瑕疵担保責任保険
・建築士事務所登録証明書
・建築士事務所登録通知書
▼「新築（建売戸建住宅）」を選択している場合
・宅地建物取引業免許

有効期間外の許可証・登録証は受付する
ことができません。
許可証・登録証の詳細は公募要領Ｐ１３を
ご確認ください。

提出前に全てのチェック項目を確認してください。
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ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

４．登録申請提出前チェックリスト 2/2

目

標

公

表

資

料

③

自社ホームページを有する場合、「ＺＥＨ普及実績及びＺＥＨ普及
目標」は、ホームページで公表していますか。

「ＺＥＨ普及実績及びＺＥＨ普及目標」をトップページで公表、
もしくはトップページから１クリックで遷移するページで公表
していますか。

ホームページでの公表方法については
Ｐ５３「よくある不備」をご確認ください。

④

住宅の種別区分にて「新築（注文/建売）戸建住宅」と「既存戸建
住宅の改修」をそれぞれ選択している場合、「ＺＥＨ普及実績及び
ＺＥＨ普及目標」をそれぞれ記載していますか。

「新築」「既存改修」の実績、「新築」「既存改修」
の目標をそれぞれ記載してください。

※詳しくは Ｐ５２「よくある不備」をご確認ください。

⑤ ２０２０年度の実績を実績と判断できるように記載していますか。
例）２０２０年度：０% →実績と判断できない
例）２０２０年度実績：０% →実績と判断できる

⑥ ２０２１年度の実績を実績と判断できるように記載していますか。
例）２０２１年度：１０% →実績と判断できない
例）２０２１年度実績：１０% →実績と判断できる

⑦ ２０２２年度の実績を実績と判断できるように記載していますか。
例）２０２２年度：２０% →実績と判断できない
例）２０２２年度実績：２０% →実績と判断できる

⑧ ２０２３年度の実績を実績と判断できるように記載していますか。
例）２０２３年度：３０% →実績と判断できない
例）２０２３年度実績：３０% →実績と判断できる

⑨ ２０２４年度の実績を実績と判断できるように記載していますか。
例）２０２４年度：４０% →実績と判断できない
例）２０２４年度実績：４０% →実績と判断できる

⑩ ２０２５年度の目標を目標と判断できるように記載していますか。
例）２０２５年度：５０% →目標と判断できない
例）２０２５年度目標：５０% →目標と判断できる

⑪
「ＺＥＨ普及実績及びＺＥＨ普及目標」は割合（％）表記になって
いますか。

普及実績がない年度も必ず記載してください。
例）２０２０年度実績：０％

⑫ 公表するＺＥＨ普及目標・普及実績は申請内容と一致していますか。
一致させる箇所については P２９（新築）及び
P３１（既存改修）をご確認ください。

50

4. 登録申請提出前チェックリスト
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5. よくある不備



ＺＥＨビルダー/プランナー登録申請

（１）ＺＥＨ普及目標・普及実績の公表内容

5. よくある不備

「新築戸建住宅」と「既存改修」 の
両方を選択している場合は、
実績・目標ともに分けて掲載する

目標は７５％以上又は５０％以上に
する（公募要領Ｐ８参照）

ＺＥＨの建築を行っていない年度は「０％」とする

ＺＥＨ普及実績 ＺＥＨ普及目標

２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２５年度

新
築

０％
新
築

５０％
新
築

６５％
新
築

７２％
新
築

７５％
新
築

７５％

既
存

０％
既
存

５８％
既
存

６８％
既
存

７０％
既
存

７３％
既
存

７５％

よくある不備

正しい公表内容

新築（注文/建売）戸建住宅と既存改修を分けて掲載せず、まとめて掲載している

単位が「％」ではなく、件・戸・軒などになっている

新築（注文/建売）と既存改修を分けて掲載する

単位は「％」にする

（注１）「『ＺＥＨ』（『ＺＥＨ＋』を含む）」、「Nearly ＺＥＨ（Nearly ＺＥＨ＋を含む）」及び「ＺＥＨ Oriented」を合計して算出してください。

（注２） ＺＥＨ普及目標・普及実績は、登録申請提出前に自社ホームページ等の公表済の資料に追加してください。

単位は全て「％」で揃える

５．よくある不備
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トップページ以外に掲載しているが、ポータルサイトに登録する公表先で「トップページ」を誤って選択している

トップページから２回以上クリックしないと掲載ページにたどり着けない

よくある不備

正しい公表方法

トップページに掲載する

株式会社〇〇トップ

このページは、㈱〇〇のTOPページです。
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 。

株式会社〇〇トップ

ZEH

このページは、㈱〇〇のTOP
ページです。----------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 。

目標・実績

このページは、ZEH普及目標とZEH普及実績のページです。----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 。

１クリック

トップページから直接リンクしているページに掲載する

（２）ＺＥＨ普及目標・普及実績の公表方法（自社ホームページを有している場合）

5. よくある不備
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許可番号に【般】がある 一般建設業許可証を選択する

許可番号に【特】がある 特定建設業許可証を選択する

（３）許可証の種類（般/特）

「一般」建設業許可証と「特定」建設業許可証を

誤って選択している

よくある不備

正しい選択方法

【般】と【特】に注意する

5. よくある不備
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55

国税庁の法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）にて検索できる１３桁の番号を入力する

（４）法人番号

商業登記簿に記載の会社法人等番号（１２桁）を誤って入力している

よくある不備

正しい入力方法

１２桁は誤り

法人番号は１３桁です

法人番号公表サイト（国税庁）を加工して作成

名称で検索

5. よくある不備

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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56

グループ網がない（本社や本店など１社のみ）にも関わらず、グループ網に誤って情報を入力している

グループ網がある場合に、本社や本店の情報を入力していない

グループ網がない（本社や本店など１社のみ）場合は グループ網がある場合は、

（５）グループ網

よくある不備

正しい入力方法

空欄にする

グループ網を空欄にする 本社や本店も含めて全て入力する

5. よくある不備



57

6. よくあるご質問

ＺＥＨ Ｗｅｂでは「よくあるご質問」を公開しておりますので、ご確認ください。

よくあるご質問  https://zehweb.jp/registration/builder/faq.html
   

https://zehweb.jp/registration/builder/faq.html
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